
国際推進課　☎０４７－７１０－２７２５

●目 的 ウクライナから松戸市に避難している者及びウクライナ本国を支援する。

●内 容 ウクライナからの避難民が松戸市内で生活を始めるために必要な支援金の支給や
ウクライナからの避難民支援のために必要な物品の購入費用など

●予 算 額 １７０万円 ※ウクライナ人道支援寄附金を活用

【内訳】
〇ウクライナ避難民への生活支援金 ７５万円（１５万円×5世帯）
〇ウクライナ語通訳者への謝礼金 4万5千円
〇ポケトークS PLUS （通訳機） 84万円（3万5千円×24台）

※庁内窓口、救急車両に設置予定
〇備品購入費 ６万５千円
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国際推進課　☎０４７－７１０－２７２５

●目 的 ウクライナから松戸市に避難している者及びウクライナ本国を支援する。

●内 容 匿名の法人から受けた寄附金を活用し、「松戸市ウクライナ避難民等人道支

援基金」を設置し、必要に応じてウクライナ人道支援事業の予算に充当する

●予 算 額 ８３０万円 ※ウクライナ人道支援寄附金を活用
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ウクライナ避難民の状況（令和４年6月6日現在）

国際推進課　☎０４７－７１０－２７２５
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高齢者支援課　☎０４７－３６６－７３４６

●目 的 高齢者向けの市内情報をまとめた情報誌（ガイドブック）を作製し、高齢者の外出
支援及びフレイル予防を推進し、高齢者の社会参加を応援する

●内 容 新型コロナウィルス感染症の感染予防のために外出を控えていた多くの高齢者に
対し、「高齢者向け元気応援（情報誌）ガイドブック」（高齢者向けの市内情報を掲載）
を作製することで高齢者の外出するきっかけを提供し、フレイル予防の推進、社会
参加の促進を図る。高齢者向け元気応援（情報誌）ガイドブックは、外出先などの
選択肢を増やすこととなり、高齢者が入手することで地域のイベント等の情報を
もとに外出するなど、高齢者の健康や地域活性化が期待できる。

●実施方法 配 布 物 高齢者向け元気応援（情報誌）ガイドブック
発行部数 ５万部
配架場所 各支所・市民センター、各地区高齢者いきいき安心センター、駅、医療

関係機関、商業施設等
※各施設へ配架することで、外出を促すことができる。

●予 算 額 ８９１万円 ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用
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生活・暮らし支援臨時特別給付金（均等割世帯分）

●目 的 既に実施している非課税世帯等臨時特別給付金の対象に加え、市民税均等割
世帯に対しても支給範囲を拡大し、市独自の給付金を支給する

●対象世帯 令和3年度又は4年度いずれかの市民税が均等割のみ課税されている世帯
５,700世帯
※臨時特別給付金との重複受給は不可

●支給金額 １世帯当たり一律10万円

●受付方法 ➊該当世帯に対し確認書を送付するプッシュ型
➋窓口にて受付を行う申請型

●申請期間 現在調整中

●予 算 額 6億662万6,000円
【内訳】

〇事業費 5億7,000万円(5,700世帯×10万円)
〇事務費 3,662万6,000円
※新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金を活用

健康福祉政策課生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室
☎047－382－6814
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子育て世帯生活応援特別給付金（均等割世帯分）

●目 的 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、国による低所得のひとり親・
ふたり親子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金支給対象から外れた
低所得世帯に対し、市独自の給付金を支給する

●対象児童 令和４年３月３１日時点で１８歳未満の児童で、令和４年度市民税が均等割のみ課税され
ている子育て世帯（国の給付金支給者及び生活保護受給世帯を除く）

●支給金額 児童１人当たり一律５万円

●支給方法 対象者の申請に基づき支給を行う

●実施期間 申請受付開始日および支給日は現在調整中

●予 算 額 ４，０１３万６千円 ※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

【内訳】
〇事業費2,500万円(対象児童500人×支給額5万円)
〇事務費1,513万6,000円

子育て支援課児童給付担当室　☎047－366－3127
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廃棄物対策課清掃施設担当室　☎０４７－３６６－７３３５

●目 的 新焼却施設の整備に向けて、旧クリーンセンター用地を候補地とし、周辺環境への
影響を把握する環境影響評価や、その他各種調査等の実施を予定しています。
また、契約の相手方の選考にあたり市長の附属機関(選考委員会)を設置します。

●関連業務 選考委員会による事業者選定、業務委託の発注

➊選考委員会に係る運営費用
〇実施期間 令和４年度中に実施
〇予 算 額 ８万円

【内訳】報酬費 ７万７千円（８，５００円×３人×３回）
食糧費等 ３千円

➋業務委託【債務負担行為を設定】
〇実施期間 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで
〇業務内容 環境影響評価、各種調査、施設整備調査、PFI等導入可能性調査
〇債務負担行為設定額 約２億４千万円

◆スケジュール◆

R4     選考委員会開催（3回）

※公募型プロポーザルで委託
事業者選定

R4～8 環境影響評価等（債務負担行為）
R８～15 解体・建設工事
R16 稼働
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学校財務課学校給食担当室　☎０４７－３６６－７４６３

●目 的 ▶コロナ禍等における物価高騰等を背景とした食材料の価格高騰に対応するため、
食材料価格高騰相当分を市が負担し、栄養バランスのとれた献立内容、安全安心
かつ安定的な給食供給を維持させる。

▶コロナ禍においては、食材料価格高騰相当分を市が負担することにより、保護者
負担を増すことなく現状を維持させる。

●内 容 ▶物価高騰に伴う市立小学校・中学校給食の賄材料費の上乗せ対応
▶児童・生徒に提供する学校給食に係る食材料の価格高騰相当分を市が負担

（教職員等は自己負担）
●実施期間 令和4年7月から当面の間
●予 算 額 ➊歳出 給食賄材料費 ２億３,４５４万７千円

【内訳】小学校 1億6,853万9千円（うち教職員等分1,289万1千円）
中学校 6,600万8千円（うち教職員等分 452万9千円）

➋歳入 教職員等給食費負担金 １,７４２万円
【内訳】小学校 1,289万1千円

中学校 452万9千円
※市が負担する分については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用。
※詳細は次ページ
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